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長与・時津環境施設組合規約の変更について 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個
人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ▼ ○ ○ ▼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町介護保険条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防
のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▼ ○ ○ ※

長与町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型
介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▼ ○ ○ ※

長与町営住宅の設置、整備及び管理に関する条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

令和５年度長与町一般会計補正予算（第８号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

令和５年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

令和５年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

令和５年度長与町介護保険特別会計補正予算（第３号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

令和５年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正予算（第１号） 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

令和６年度長与町一般会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▼ ○ ○ ※

令和６年度長与町国民健康保険特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

令和６年度長与町後期高齢者医療特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▼ ○ ○ ※

令和６年度長与町介護保険特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▼ ○ ○ ※

令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▼ ○ ○ ※

令和６年度長与町水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

令和６年度長与町下水道事業会計予算 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

長与町固定資産評価審査委員会委員の選任について 同意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※
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長与町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の特例に関する条例 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※

　　　

(○賛成　▼反対　■棄権　◆除斥　－欠席)　※　議長は採決に加わらないため「※」で表示

■　棄権とは、議員自らの意思により表決に参加しないこと。　　　◆　除斥とは、議員は直接の利害関係のある事件について、その議事に参与することができないこと。
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